
○古河市空家等の適切な管理に関する条例  

平成 26年 12月９日  

条例第 37号  

改正  平成 28年３月 18日条例第 19号  

改正  令和元年 12月 13日条例第 52号  

（目的）  

第１条  この条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号。以下「法」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、市民の安全

で 安 心 な 生 活 の 確 保 と 良 好 な 生 活 環 境 の 保 全 に 寄 与 す る こ と を 目

的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

(１ ) 空 家等  市 内 に 所 在す る 建 築 物 又 は これ に 附 属 す る 工 作物

で あ っ て 居 住 そ の 他 の 使 用 が な さ れ て い な い こ と が 常 態 で あ る

もの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するもの

を除く。  

(２ ) 特 定空 家 等  そ の まま 放 置 す れ ば 倒 壊等 著 し く 保 安 上 危険

と な る お そ れ の あ る 状 態 又 は 著 し く 衛 生 上 有 害 と な る お そ れ の

ある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を

損 な っ て い る 状 態 そ の 他 周 辺 の 生 活 環 境 の 保 全 を 図 る た め に 放

置 す る こ と が 不 適 切 で あ る 状 態 に あ る と 認 め ら れ る 空 家 等 を い

う。  

(３ ) 所有者等  空家等を所有し、又は管理する者をいう。  

(４ ) 市民等  市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若し

くは通学する者をいう。  

（所有者等の責務）  



第３条  所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家

等を適切に管理し、特定空家等にならないよう努めなければならな

い。  

（情報提供）  

第４条  市民等は、特定空家等と認める状態の空家等を発見したとき

は、速やかに市にその情報を提供するものとする。  

（立入調査等）  

第５条  市長は、空家等の所在及び所有者等を把握するための調査並

びに空家等の実態等に関し、法第９条第１項から第５項までの規定

に基づく必要な調査（以下「立入調査等」という。）を行うことが

できる。  

（特定空家等に対する措置）  

第６条  市長は、立入調査等により、空家等が特定空家等と認められ

るときは、特定空家等の所有者等に対し、法第 14条第１項から第 13

項までの規定に基づく助言又は指導、勧告、命令、代執行等の必要

な措置を行うことができる。  

（緊急安全措置）  

第７条  市長は、立入調査等の結果、特定空家等が危険な状態であり、

前 条 の 規 定 に よ る 措 置 を 執 る い と ま が な い 急 迫 し た 状 態 に あ る と

認める場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、その

状態を回避するために必要最低限の措置（以下「緊急安全措置」と

いう。）を講ずることができる。  

(１ ) 所 有者 等 か ら 危 険 な状 態 を 自 ら 解 消 する こ と が で き な い旨

の申出があったとき。  

(２ ) 所有者等が判明せず、又は所有者等の居所が不明であるとき。 

２  市長は、緊急安全措置を講ずる場合は、当該所有者等の同意を得

て実施するものとする。ただし、所有者等が判明しない場合にあっ

てはこの限りでない。  

３  緊急安全措置を講じた場合において、当該措置に要した費用は、



所有者等の負担とする。当該措置を講じた後にその所有者等が判明

したときも、同様とする。  

（古河市空家等対策協議会）  

第８条  この条例の適切な運用を図るため、法第７条第１項の規定に

より古河市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。  

２  協議会は、法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び

変更並びに実施に関する協議を行うものとする。  

３  協議会は、市長及び市長が委嘱する者（以下これらを「委員」と

いう。）をもって組織する。  

４  委員の定数は、 10人以内とする。  

５  委員の委嘱期間は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委

員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。  

６  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を

退いた後も同様とする。  

７  委員の報酬、費用弁償等は、条例で別に定める。  

８  前各項に定めるもののほか、協議会の組織その他の必要な事項は、

規則で定める。  

（関係機関への要請）  

第９条  市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警

察署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。  

（委任）  

第１０条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。  

附  則  

この条例は、平成 27年４月１日から施行する。  

附  則（平成 28年条例第 19号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 28年４月１日（以下「施行日」という。）から



施行する。  

（経過措置）  

２  施行日前に、この条例による改正前の古河市空き家等の適正管理

に関する条例（以下「改正前条例」という。）の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の古

河市空家等の適切な管理に関する条例（以下「改正後条例」という。）

の相当規定によりなされたものとみなす。  

３  この条例の施 行の際現に改正前条例の規定により委嘱されてい

る古河市空き家等審議会の委員（以下「旧委員」という。）は、改

正 後 条 例 の 規 定 に よ り 委 嘱 さ れ た 古 河 市 空 家 等 審 議 会 の 委 員 と み

なし、その任期は、旧委員としての残任期間とする。  

附  則（令和元年条例第 52号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  


